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通
達
新
旧
対
照
条
文

○
「
貨
物
利
用
運
送
事
業
の
登
録
及
び
許
可
の
申
請
並
び
に
約
款
の
認
可
申
請
等
の
処
理
方
針
等
に
つ
い
て
」
の
細
部
取
扱
に
つ
い
て

（
平
成
１
５
年
３
月
１
８
日

国
総
貨
複
第
２
２
３
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

Ⅰ
～
Ⅲ
（
略
）

Ⅰ
～
Ⅲ
（
略
）

Ⅳ
．
基
本
通
達
別
紙
１
「
登
録
確
認
項
目
」
に
つ
い
て

Ⅳ
．
基
本
通
達
別
紙
１
「
登
録
確
認
項
目
」
に
つ
い
て

Ａ

第
一
種
貨
物
利
用
運
送
事
業

Ａ

第
一
種
貨
物
利
用
運
送
事
業

１

事
業
遂
行
に
必
要
な
施
設

１

事
業
遂
行
に
必
要
な
施
設

①
に
つ
い
て

①
に
つ
い
て

使
用
権
原
に
つ
い
て
は
、
使
用
権
原
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
（
様
式
例

使
用
権
原
に
つ
い
て
は
、

自
己
所
有
の
場
合
は
、
不
動
産
登
記
簿
謄
本(

写)

!

１(

１)

）
の
添
付
を
も
っ
て
、
使
用
権
原
の
確
認
に
つ
い
て
適
切
に
処
理
し
た
も

及
び

借
入
れ
の
場
合
は
、
概
ね
契
約
期
間
が
１
年
以
上
の
賃
貸
借
契
約
書(

写)

"

の
と
す
る
。

の
添
付
を
も
っ
て
、
使
用
権
原
を
有
す
る
も
の
と
認
め
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し

、
借
入
れ
の
場
合
、
賃
貸
借
の
契
約
期
間
が
１
年
に
満
た
な
い
も
の
に
つ
い
て
は

、
契
約
期
間
満
了
時
に
自
動
的
に
更
新
さ
れ
る
契
約
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
限
り

、
使
用
権
原
を
有
す
る
も
の
と
認
め
る
も
の
と
す
る
。

②
に
つ
い
て

②
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
等
関
係
法
令
（
農
地
法
、
建
築
基
準
法
等
）
に
つ
い
て
は
、
都
市

都
市
計
画
法
等
関
係
法
令
（
農
地
法
、
建
築
基
準
法
等
）
に
つ
い
て
は
、
都
市

計
画
法
等
関
係
法
令
の
規
定
に
抵
触
し
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
類
（

様
式
例
２(
計
画
法
等
関
係
法
令
の
規
定
に
抵
触
し
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
類
（

様
式
例
１(

1
)

）
の
添
付
を
も
っ
て
、
関
係
法
令
の
適
合
性
の
確
認
に
つ
い
て
適
切
に
処
理

1
)

）
の
添
付
を
も
っ
て
、
関
係
法
令
の
適
合
性
の
確
認
に
つ
い
て
適
切
に
処
理

し
た
も
の
と
す
る
。

し
た
も
の
と
す
る
。

（
削
る
）

③
に
つ
い
て
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規
模
に
つ
い
て
は
、

事
業
の
計
画
並
び
に

当
該
施
設
の
見
取
図
及
び
平
面

!

"

図
に
よ
り
、
当
該
貨
物
利
用
運
送
事
業
を
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
な
規
模
の
施
設

で
あ
る
か
ど
う
か
、
事
業
規
模
に
応
じ
、
適
切
に
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。

③
、
④
に
つ
い
て

（
略
）

④
、
⑤
に
つ
い
て

（
略
）

⑤
に
つ
い
て

⑥
に
つ
い
て

規
模
、
構
造
及
び
設
備
に
つ
い
て
は
、

事
業
の
計
画
並
び
に

当
該
施
設
の

規
模
、
構
造
及
び
設
備
に
つ
い
て
は
、

事
業
の
計
画
並
び
に

当
該
施
設
の

!

"

!

"

面
積
、
構
造
及
び
付
属
設
備
を
記
載
し
た
書
類
に
よ
り
、
当
該
貨
物
利
用
運
送
事

見
取
図
及
び
平
面
図
に
よ
り
、
当
該
貨
物
利
用
運
送
事
業
を
遂
行
す
る
た
め
に
必

業
を
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
な
保
管
能
力
を
有
し
、
か
つ
、
盗
難
等
に
対
す
る
適

要
な
保
管
能
力
を
有
し
、
か
つ
、
盗
難
等
に
対
す
る
適
切
な
予
防
方
法
を
講
じ
た

切
な
予
防
方
法
を
講
じ
た
保
管
施
設
で
あ
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
も
の
と
す
る

保
管
施
設
で
あ
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。

。
２

（
略
）

２

（
略
）

３

経
営
主
体

３

経
営
主
体

登
録
拒
否
要
件
に
つ
い
て
は
、
貨
物
利
用
運
送
事
業
法
第
６
条
第
１
項
第
１
号

登
録
拒
否
要
件
に
つ
い
て
は
、
貨
物
利
用
運
送
事
業
法
第
６
条
第
１
項
第
１
号

か
ら
第
５
号
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
旨
を
証
す
る
書
類
（

様
式
例
３(

か
ら
第
５
号
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
旨
を
証
す
る
書
類
（

様
式
例
２(

1
)

）
を
添
付
さ
せ
る
と
と
も
に
、

既
存
法
人
の
場
合
は
、

定
款
又
は
寄
付

1
)

）
を
添
付
さ
せ
る
と
と
も
に
、

既
存
法
人
の
場
合
は
、

定
款
又
は
寄
付

!

a

!

a

行
為
及
び
登
記
簿
の
謄
本
並
び
に

役
員
又
は
社
員
の
名
簿
及
び
履
歴
書
、

新

行
為
及
び
登
記
簿
の
謄
本
並
び
に

役
員
又
は
社
員
の
名
簿
及
び
履
歴
書
、

新

b

"

b

"

設
法
人
の
場
合
は
、

定
款
若
し
く
は
寄
付
行
為
の
謄
本
又
は
こ
れ
ら
の
案
（
定

設
法
人
の
場
合
は
、

定
款
又
は
寄
付
行
為
の
謄
本
並
び
に

発
起
人
、
社
員
又

a

a

b

款
又
は
寄
附
行
為
の
案
の
場
合
は
、
認
証
後
速
や
か
に
定
款
又
は
寄
附
行
為
の
謄

は
設
立
者
の
名
簿
及
び
履
歴
書
、

個
人
の
場
合
は
、

戸
籍
抄
本
及
び

履
歴

#

a

b

本
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
）
並
び
に

発
起
人
、
社
員
又
は
設
立
者
の
名
簿
及
び
履

書
に
よ
り
、
同
法
に
規
定
す
る
登
録
拒
否
要
件
に
該
当
し
な
い
か
ど
う
か
を
確
認

b

歴
書
、

個
人
の
場
合
は
、

戸
籍
抄
本
及
び

履
歴
書
に
よ
り
、
同
法
に
規
定

す
る
も
の
と
す
る
。

#

a

b

す
る
登
録
拒
否
要
件
に
該
当
し
な
い
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。

な
お
、
同
法
第
６
条
第
１
項
第
４
号
の
「
役
員
（
い
か
な
る
名
称
に
よ
る
か
を

な
お
、
同
法
第
６
条
第
１
項
第
４
号
の
「
役
員
（
い
か
な
る
名
称
に
よ
る
か
を

問
わ
ず
、
こ
れ
と
同
等
以
上
の
職
権
又
は
支
配
力
を
有
す
る
者
を
含
む
。
）
」
に

問
わ
ず
、
こ
れ
と
同
等
以
上
の
職
権
又
は
支
配
力
を
有
す
る
者
を
含
む
。
）
」
に

は
、
相
談
役
及
び
顧
問
等
と
し
て
事
業
の
経
営
に
関
与
し
、
実
質
的
に
影
響
力
を

は
、
相
談
役
及
び
顧
問
等
と
し
て
事
業
の
経
営
に
関
与
し
、
実
質
的
に
影
響
力
を

及
ぼ
す
者
を
含
む
も
の
と
す
る
。
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及
ぼ
す
者
を
含
む
も
の
と
す
る
。

Ⅴ
．
基
本
通
達
別
紙
１
「
許
可
審
査
項
目
」
に
つ
い
て

Ⅴ
．
基
本
通
達
別
紙
１
「
許
可
審
査
項
目
」
に
つ
い
て

Ｂ

第
二
種
貨
物
利
用
運
送
事
業

Ｂ

第
二
種
貨
物
利
用
運
送
事
業

１

事
業
計
画
の
適
切
性

１

事
業
計
画
の
適
切
性

(
1
)

事
業
の
円
滑
な
遂
行

(
1
)

事
業
の
円
滑
な
遂
行

業
務
取
扱
契
約
書
等
利
用
す
る
運
送
を
行
う
実
運
送
事
業
者
又
は
貨
物
利
用

業
務
取
扱
契
約
書
等
利
用
す
る
運
送
を
行
う
実
運
送
事
業
者
又
は
貨
物
利
用

運
送
事
業
者
と
の
運
送
に
関
す
る
契
約
書
の
写
し
又
は
契
約
書(

案)

（
契
約
書

運
送
事
業
者
と
の
運
送
に
関
す
る
契
約
書(

写)

に
よ
り
、
当
該
貨
物
利
用
運
送

(

案)

の
場
合
は
、
許
可
日
ま
で
に
（
新
設
法
人
の
場
合
は
、
会
社
設
立
後
速
や

事
業
を
円
滑
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
契
約
を
締
結
さ
れ
て
い
る
か

か
に
）
契
約
書
の
写
し
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
）
に
よ
り
、
当
該
貨
物
利
用
運
送

ど
う
か
、
事
業
計
画
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
業
規
模
に
応
じ
、
適
切
に
審
査
す

事
業
を
円
滑
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
契
約
を
締
結
さ
れ
て
い
る
か

る
も
の
と
す
る
。

ど
う
か
、
事
業
計
画
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
業
規
模
に
応
じ
、
適
切
に
審
査
す

る
も
の
と
す
る
。

(
2
)

事
業
遂
行
に
必
要
な
施
設

(
2
)

事
業
遂
行
に
必
要
な
施
設

①
に
つ
い
て

①
に
つ
い
て

使
用
権
原
に
つ
い
て
は
、
使
用
権
原
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
（
様
式
例

使
用
権
原
に
つ
い
て
は
、

自
己
所
有
の
場
合
は
、
不
動
産
登
記
簿
謄
本(

写)

!

１(

２)

）
の
添
付
を
も
っ
て
、
使
用
権
原
の
確
認
に
つ
い
て
適
切
に
処
理
し
た
も

及
び

借
入
れ
の
場
合
は
、
概
ね
契
約
期
間
が
１
年
以
上
の
賃
貸
借
契
約
書(

写)

"

の
と
す
る
。

の
添
付
を
も
っ
て
、
使
用
権
原
を
有
す
る
も
の
と
認
め
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し

、
借
入
れ
の
場
合
、
賃
貸
借
の
契
約
期
間
が
１
年
に
満
た
な
い
も
の
に
つ
い
て
は

、
契
約
期
間
満
了
時
に
自
動
的
に
更
新
さ
れ
る
契
約
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
限
り

、
使
用
権
原
を
有
す
る
も
の
と
認
め
る
も
の
と
す
る
。

②
に
つ
い
て

②
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
等
関
係
法
令
（
農
地
法
、
建
築
基
準
法
等
）
に
つ
い
て
は
、
都
市

都
市
計
画
法
等
関
係
法
令
（
農
地
法
、
建
築
基
準
法
等
）
に
つ
い
て
は
、
都

計
画
法
等
関
係
法
令
の
規
定
に
抵
触
し
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
類
（

様
式
例
２(

市
計
画
法
等
関
係
法
令
の
規
定
に
抵
触
し
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
類
（

様
式
例
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2
)

）
の
添
付
を
も
っ
て
、
関
係
法
令
の
適
合
性
の
確
認
に
つ
い
て
適
切
に
処
理

１(2
)

）
の
添
付
を
も
っ
て
、
関
係
法
令
の
適
合
性
の
確
認
に
つ
い
て
適
切
に
処

し
た
も
の
と
す
る
。

理
し
た
も
の
と
す
る
。

③
に
つ
い
て

（
削
る
）

規
模
に
つ
い
て
は
、

事
業
計
画
並
び
に

当
該
施
設
の
見
取
図
及
び
平
面
図

!

"

に
よ
り
、
当
該
貨
物
利
用
運
送
事
業
を
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
な
規
模
の
施
設
で

あ
る
か
ど
う
か
、
事
業
規
模
に
応
じ
、
適
切
に
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

③
及
び
④
に
つ
い
て

（
略
）

④
及
び
⑤
に
つ
い
て

（
略
）

⑤
に
つ
い
て

⑥
に
つ
い
て

規
模
、
構
造
及
び
設
備
に
つ
い
て
は
、

事
業
の
計
画
並
び
に

当
該
施
設
の

規
模
、
構
造
及
び
設
備
に
つ
い
て
は
、

事
業
計
画
並
び
に

当
該
施
設
の
見

!

"

!

"

面
積
、
構
造
及
び
付
属
設
備
を
記
載
し
た
書
類
に
よ
り
、
当
該
貨
物
利
用
運
送
事

取
図
及
び
平
面
図
に
よ
り
、
当
該
貨
物
利
用
運
送
事
業
を
遂
行
す
る
た
め
に
必
要

業
を
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
な
保
管
能
力
を
有
し
、
か
つ
、
盗
難
等
に
対
す
る
適

な
保
管
能
力
を
有
し
、
か
つ
、
盗
難
等
に
対
す
る
適
切
な
予
防
方
法
を
講
じ
た
保

切
な
予
防
方
法
を
講
じ
た
保
管
施
設
で
あ
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る

管
施
設
で
あ
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

。

(
3
)

貨
物
の
受
取
を
他
の
者
に
委
託
し
て
行
う
場
合

(
3
)

貨
物
の
受
取
を
他
の
者
に
委
託
し
て
行
う
場
合

貨
物
の
受
取
業
務
の
委
託
に
つ
い
て
は
、
仕
向
駅
又
は
仕
向
地
等
着
地
点
に

貨
物
の
受
取
業
務
の
委
託
に
つ
い
て
は
、
仕
向
駅
又
は
仕
向
地
等
着
地
点
に

お
け
る
受
取
事
業
者
と
の
間
に
適
切
な
業
務
委
託
契
約
が
締
結
さ
れ
て
い
る
か

お
け
る
受
取
事
業
者
と
の
間
に
適
切
な
業
務
委
託
契
約
が
締
結
さ
れ
て
い
る
か

ど
う
か
又
は
締
結
の
予
定
が
あ
る
か
ど
う
か
（
こ
の
場
合
、
契
約
書
（
案
）
を

ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
各
運
送
機
関
毎
の
個
別
通
達
に

提
出
さ
せ
、
許
可
日
ま
で
に
（
新
設
法
人
の
場
合
は
、
会
社
設
立
後
速
や
か
に

よ
り
、
申
請
書
の
記
載
方
法
に
つ
い
て
、
貨
物
の
受
取
業
務
を
他
の
者
に
委
託

）
契
約
書
の
写
し
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
）
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し

す
る
場
合
の
包
括
的
記
載
に
よ
る
省
略
が
認
め
ら
れ
て
い
る
場
合
は
、
当
該
審

、
各
運
送
機
関
毎
の
個
別
通
達
に
よ
り

、
申
請
書
の
記
載
方
法
に
つ
い
て
、

査
を
省
略
し
て
差
し
支
え
な
い
も
の
と
す
る
。

貨
物
の
受
取
業
務
を
他
の
者
に
委
託
す
る
場
合
の
包
括
的
記
載
に
よ
る
省
略
が
認

め
ら
れ
て
い
る
場
合
は
、
当
該
審
査
を
省
略
し
て
差
し
支
え
な
い
も
の
と
す
る
。
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２

事
業
の
遂
行
能
力

２

事
業
の
遂
行
能
力

(
1
)

財
産
的
基
礎

(
1
)

財
産
的
基
礎

①
に
つ
い
て

純
資
産
に
つ
い
て
は
、

既
存
法
人
の
場
合
は
、
直
近
事
業
年
度
に
お
け
る
貸

純
資
産
に
つ
い
て
は
、

既
存
法
人
の
場
合
は
、
直
近
事
業
年
度
に
お
け
る
貸

!

!

借
対
照
表
、

新
設
法
人
の
場
合
は
、
株
式
の
引
受
け
又
は
出
資
の
状
況
及
び
見

借
対
照
表
、

新
設
法
人
の
場
合
は
、
株
式
の
引
受
け
又
は
出
資
の
状
況
及
び
見

"

"

込
み
を
記
載
し
た
書
類
、

個
人
の
場
合
は
、
財
産
に
関
す
る
調
書
に
よ
り
、
貨

込
み
を
記
載
し
た
書
類
、

個
人
の
場
合
は
、
財
産
に
関
す
る
調
書
に
よ
り
、
貨

#

#

物
利
用
運
送
事
業
法
施
行
規
則
第
８
条
の
規
定
に
準
じ
て
純
資
産
額
を
算
定
す
る

物
利
用
運
送
事
業
法
施
行
規
則
第
８
条
の
規
定
に
準
じ
て
純
資
産
額
を
算
定
す
る

も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

（

②
に
つ
い
て

削
る
）

法
人
の
経
常
収
支
（
経
常
収
益
、
経
常
費
用
、
経
常
損
益
及
び
当
該
収
益
・
費

用
の
各
科
目
の
計
上
内
容
と
す
る
。
）
に
つ
い
て
は
、

近
の
事
業
年
度
（
申
請

年
度
以
前
の
直
近
過
去
３
ヶ
年
間
と
す
る
。
）
の
損
益
計
算
書
に
よ
り
、
健
全
性

を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

な
お
、
当
該
直
近
過
去
３
ヶ
年
間
に
お
い
て
、
経
常
損
失
を
計
上
す
る
場
合
は

、
必
要
に
応
じ
、
申
請
年
度
以
降
の
事
業
収
支
見
積
書
を
作
成
さ
せ
る
等
に
よ
り

、
健
全
性
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

ま
た
、
新
設
法
人
又
は
個
人
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
上
記
Ｂ
－
２
－(

1
)

－
①

に
適
合
す
る
場
合
は
、
健
全
な
経
営
が
行
わ
れ
る
も
の
と
認
め
る
も
の
と
す
る
。

(
2
)

（
略
）

(
2)

(

略)

(
3
)

経
営
主
体

(
3
)

経
営
主
体

①
に
つ
い
て

①
に
つ
い
て

欠
格
事
由
に
つ
い
て
は
、
貨
物
利
用
運
送
事
業
法
第
２
２
条
各
号
の
い
ず
れ
に

欠
格
事
由
に
つ
い
て
は
、
貨
物
利
用
運
送
事
業
法
第
２
２
条
各
号
の
い
ず
れ
に

も
該
当
し
な
い
旨
を
証
す
る
書
類
（

様
式
例
３(

2
)

）
を
添
付
さ
せ
る
と
と
も

も
該
当
し
な
い
旨
を
証
す
る
書
類
（

様
式
例
２(

2
)

）
を
添
付
さ
せ
る
と
と
も

に
、

既
存
法
人
の
場
合
は
、

定
款
又
は
寄
付
行
為
及
び
登
記
簿
の
謄
本
並
び

に
、

既
存
法
人
の
場
合
は
、

定
款
又
は
寄
付
行
為
及
び
登
記
簿
の
謄
本
並
び

!

a

!

a
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に

役
員
又
は
社
員
の
名
簿
及
び
履
歴
書
、

新
設
法
人
の
場
合
は
、

定
款
若

に

役
員
又
は
社
員
の
名
簿
及
び
履
歴
書
、

新
設
法
人
の
場
合
は
、

定
款
又

b

"

a

b

"

a

し
く
は
寄
付
行
為
の
謄
本
又
は
こ
れ
ら
の
案
（
定
款
又
は
寄
附
行
為
の
案
の
場
合

は
寄
付
行
為
の
謄
本
並
び
に

発
起
人
、
社
員
又
は
設
立
者
の
名
簿
及
び
履
歴
書

b

は
、
認
証
後
速
や
か
に
定
款
又
は
寄
附
行
為
の
謄
本
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
）
並
び

、

個
人
の
場
合
は
、

戸
籍
抄
本
及
び

履
歴
書
に
よ
り
、
同
法
に
規
定
す
る

#

a

b

に

発
起
人
、
社
員
又
は
設
立
者
の
名
簿
及
び
履
歴
書
、

個
人
の
場
合
は
、

欠
格
事
由
に
該
当
し
な
い
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

b

#

a

戸
籍
抄
本
及
び

履
歴
書
に
よ
り
、
同
法
に
規
定
す
る
欠
格
事
由
に
該
当
し
な
い

な
お
、
同
法
第
２
２
条
第
１
号
に
よ
り
第
６
条
第
１
項
第
４
号
で
規
定
す
る
「

b

か
ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

役
員
（
い
か
な
る
名
称
に
よ
る
か
を
問
わ
ず
、
こ
れ
と
同
等
以
上
の
職
権
又
は
支

な
お
、
同
法
第
２
２
条
第
１
号
に
よ
り
第
６
条
第
１
項
第
４
号
で
規
定
す
る
「

配
力
を
有
す
る
者
を
含
む
。
）
」
に
は
、
相
談
役
及
び
顧
問
等
と
し
て
事
業
の
経

役
員
（
い
か
な
る
名
称
に
よ
る
か
を
問
わ
ず
、
こ
れ
と
同
等
以
上
の
職
権
又
は
支

営
に
関
与
し
、
実
質
的
に
影
響
力
を
及
ぼ
す
者
を
含
む
も
の
と
す
る
。

配
力
を
有
す
る
者
を
含
む
。
）
」
に
は
、
相
談
役
及
び
顧
問
等
と
し
て
事
業
の
経

営
に
関
与
し
、
実
質
的
に
影
響
力
を
及
ぼ
す
者
を
含
む
も
の
と
す
る
。

②
に
つ
い
て

②
に
つ
い
て

（
略
）

（
略
）

３

集
配
事
業
計
画
の
適
切
性
（
集
配
を
他
の
者
に
委
託
す
る
場
合
）

３

集
配
事
業
計
画
の
適
切
性
（
集
配
を
他
の
者
に
委
託
す
る
場
合
）

(
1
)

集
配
営
業
所

(
1
)

集
配
営
業
所

集
配
を
他
の
者
に
委
託
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
原
則
と
し
て
、
拠
点
駅
又

集
配
を
他
の
者
に
委
託
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
原
則
と
し
て
、
拠
点
駅
又

は
仕
立
地
等
の
発
地
点
（
以
下
「
発
地
点
」
と
い
う
。
）
及
び
仕
向
駅
又
は
仕

は
仕
立
地
等
の
発
地
点
（
以
下
「
発
地
点
」
と
い
う
。
）
及
び
仕
向
駅
又
は
仕

向
地
等
の
着
地
点
（
以
下
「
着
地
点
」
と
い
う
。
）
の
両
地
点
に
申
請
者
の
集

向
地
等
の
着
地
点
（
以
下
「
着
地
点
」
と
い
う
。
）
の
両
地
点
に
申
請
者
の
集

配
営
業
所
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
各
運
送
機
関

配
営
業
所
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
各
運
送
機
関

毎
の
個
別
通
達
に
よ
り
、
申
請
書
の
記
載
方
法
に
つ
い
て
、
着
地
点
に
お
け
る

毎
の
個
別
通
達
に
よ
り
、
申
請
書
の
記
載
方
法
に
つ
い
て
、
着
地
点
に
お
け
る

配
達
業
務
を
他
の
者
に
委
託
す
る
場
合
の
包
括
的
記
載
に
よ
る
省
略
が
認
め
ら

配
達
業
務
を
他
の
者
に
委
託
す
る
場
合
の
包
括
的
記
載
に
よ
る
省
略
が
認
め
ら

れ
て
い
る
場
合
は
、
当
該
着
地
点
に
お
け
る
集
配
営
業
所
は
置
か
な
く
て
も
差

れ
て
い
る
場
合
は
、
当
該
着
地
点
に
お
け
る
集
配
営
業
所
は
置
か
な
く
て
も
差

し
支
え
な
い
も
の
と
す
る
。

し
支
え
な
い
も
の
と
す
る
。

な
お
、

な
お
、
一
の
集
配
営
業
所
で
、
集
配
可
能
範
囲
内
の
近
距
離
の
複
数
の
発
地

・

一
の
集
配
営
業
所
で
、
集
配
可
能
範
囲
内
の
近
距
離
の
複
数
の
発
地

点
又
は
着
地
点
の
集
配
を
統
括
し
て
行
う
場
合
等
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
実
情
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点
又
は
着
地
点
の
集
配
を
統
括
し
て
行
う
場
合
等
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

に
即
し
て
合
理
的
な
処
理
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
た
い
（
下
記
の
Ｂ
－
４
－
（
１

実
情
に
即
し
て
合
理
的
な
処
理
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
た
い
（
下
記
の
Ｂ
－

）
及
び
Ｂ
－
５

－
（
１
）
に
お
い
て
同
じ
。
）

４
－
（
１
）
及
び
Ｂ
－
５
－
（
１
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
。

・

受
託
者
の
集
配
営
業
所
の
名
称
や
位
置
等
の
情
報
に
つ
い
て
不
備
が
あ

る
場
合
が
あ
る
の
で
、
審
査
の
効
率
化
の
た
め
、
申
請
者
と
の
間
で
こ
れ

ら
の
情
報
を
共
有
す
る
な
ど
申
請
者
に
対
し
て
適
切
な
助
言
を
行
う
こ
と

と
さ
れ
た
い
。

①
、
②

（
略
）

①
、
②

（
略
）

③

上
記
Ｂ
－
１
－
１
（
２
）
③
に
同
じ
。
た
だ
し
、
「
事
業
計
画
」
は
「
集
配

（
削
る
）

事
業
計
画
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

(
2
)

集
配
事
業
者
の
体
制

(
2
)

集
配
事
業
者
の
体
制

集
配
業
務
の
受
託
者
の
運
営
体
制
に
つ
い
て
は
、
発
地
点
及
び
着
地
点
に
お
け

集
配
業
務
の
受
託
者
の
運
営
体
制
に
つ
い
て
は
、
発
地
点
及
び
着
地
点
に
お
け

る
集
配
業
務
受
託
者
と
の
間
に
適
切
な
貨
物
集
配
委
託
契
約
が
締
結
さ
れ
て
い
る

る
集
配
業
務
受
託
者
と
の
間
に
適
切
な
貨
物
集
配
委
託
契
約
が
締
結
さ
れ
て
い
る

も
の
又
は
締
結
の
予
定
が
あ
る
も
の
（
こ
の
場
合
、
契
約
書(

案)
を
提
出
さ
せ
、

も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
集
配
業
務
受
託
者
が
当
該
貨
物
の
集
配
の
た
め
に
必
要
な

許
可
日
ま
で
に
（
新
設
法
人
の
場
合
は
、
会
社
設
立
後
速
や
か
に
）
契
約
書
の
写

業
務
運
営
体
制
を
有
し
て
い
る
か
ど
う
か
（
当
該
貨
物
集
配
の
た
め
に
必
要
な
事

し
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
）
）
で
あ
り
、
か
つ
、
集
配
業
務
受
託
者
が
当
該
貨
物
の

業
許
可
及
び
各
集
配
拠
点
毎
に
２
両
以
上
（
当
該
２
両
は
被
け
ん
引
車
を
含
ま
な

集
配
の
た
め
に
必
要
な
業
務
運
営
体
制
を
有
し
て
い
る
か
ど
う
か
（
当
該
貨
物
集

い
も
の
と
す
る
。
）
の
事
業
用
自
動
車
の
保
有
の
有
無
等
）
を
審
査
す
る
も
の
と

配
の
た
め
に
必
要
な
事
業
許
可
の
有
無
等
）
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

す
る
。

４

集
配
事
業
計
画
の
適
切
性
（
併
用
の
場
合
）

４

集
配
事
業
計
画
の
適
切
性
（
併
用
の
場
合
）

(
1
)

集
配
営
業
所

(
1
)

集
配
営
業
所

（
略
）

（
略
）

①
～
③
に
つ
い
て

①
に
つ
い
て
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貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
の
許
可
を
受
け
て
い
る
営
業
所
で
あ
る
こ
と
を
を
確

上
記
Ｂ
－
１
－(
2
)

－
①
に
同
じ
。

認
す
る
。

②
に
つ
い
て

上
記
Ｂ
－
１
－(

2)

－
②
に
同
じ
。

③
に
つ
い
て

上
記
Ｂ
－
１
－(

2)

－
③
に
同
じ
。
た
だ
し
、
「
事
業
計
画
」
は
「
集
配
事

業
計
画
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

(
2
)

事
業
用
自
動
車

(
2
)

事
業
用
自
動
車

①
及
び
②
に
つ
い
て

①
に
つ
い
て

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
の
許
可
を
受
け
て
い
る
営
業
所
に
配
置
さ
れ
て
い
る

使
用
権
原
に
つ
い
て
は
、

新
規
購
入
の
場
合
は
、
売
買
契
約
書
又
は
売
渡
承

!

事
業
用
自
動
車
の
数
を
超
え
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。

諾
書(

写)

、

リ
ー
ス
の
場
合
は
、
概
ね
契
約
期
間
が
１
年
以
上
の
自
動
車
リ
ー

"

ス
契
約
書(

写)

及
び
自
動
車
検
査
証(

写)

並
び
に

既
存
保
有
車
両
を
充
当
す
る

#

場
合
は
、
自
動
車
検
査
証(

写)

の
添
付
を
も
っ
て
、
使
用
権
原
を
有
す
る
も
の
と

認
め
る
も
の
と
す
る
。

②
に
つ
い
て

車
両
数
に
つ
い
て
は
、
集
配
営
業
所
毎
に
２
両
以
上
（
当
該
２
両
は
被
け
ん
引

車
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。
）
の
事
業
用
自
動
車
の
保
有
を
要
す
る
も
の
と
す

る
。

③
に
つ
い
て

車
両
構
造
に
つ
い
て
は
、
自
動
車
検
査
証(

写)

等
に
よ
り
、
計
画
車
両
の
大
き

さ
、
構
造
等
が
輸
送
す
る
貨
物
に
適
切
な
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
も

の
と
す
る
。

(
3
)

自
動
車
車
庫

(
3
)

自
動
車
車
庫

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
の
許
可
を
受
け
て
い
る
自
動
車
車
庫
で
あ
る
こ
と
を

規
模
及
び
設
置
場
所
に
つ
い
て
は
、

集
配
事
業
計
画
並
び
に

車
庫
の
見
取

!

"

確
認
す
る
。

図
及
び
平
面
図
に
よ
り
、
貨
物
集
配
の
円
滑
な
実
施
の
た
め
に
適
切
な
規
模
を
有
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し
、
か
つ
、
適
切
な
場
所
に
設
置
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
審
査
す

る
も
の
と
す
る
。

５

集
配
事
業
計
画
の
適
切
性
（
特
定
二
種
の
場
合
）

５

集
配
事
業
計
画
の
適
切
性
（
特
定
二
種
の
場
合
）

(
1
)

集
配
営
業
所

(
1
)

集
配
営
業
所

特
定
二
種
の
場
合
は
、
当
該
特
定
二
種
の
車
両
で
集
配
を
行
う
発
地
点
及
び
着

特
定
二
種
の
場
合
は
、
当
該
特
定
二
種
の
車
両
で
集
配
を
行
う
発
地
点
及
び
着

地
点
に
つ
い
て
は
、
申
請
者
の
集
配
営
業
所
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と

地
点
に
つ
い
て
は
、
申
請
者
の
集
配
営
業
所
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と

す
る
。

す
る
。

①
に
つ
い
て

①
に
つ
い
て

使
用
権
原
に
つ
い
て
は
、

自
己
所
有
の
場
合
は
、
不
動
産
登
記
簿
謄
本
（
写

上
記
Ｂ
－
１
－(

2
)

－
①
に
同
じ
。

!

）
及
び

借
入
れ
の
場
合
は
、
概
ね
契
約
期
間
が
１
年
以
上
の
賃
貸
借
契
約
書
の

"

写
し
の
添
付
を
も
っ
て
、
使
用
権
原
を
有
す
る
も
の
と
認
め
る
も
の
と
す
る
。
た

だ
し
、
借
入
れ
の
場
合
、
賃
貸
借
の
契
約
期
間
が
１
年
に
満
た
な
い
も
の
に
つ
い

て
は
、
契
約
期
間
満
了
時
に
自
動
的
に
更
新
さ
れ
る
契
約
と
な
っ
て
い
る
場
合
に

限
り
、
使
用
権
原
を
有
す
る
も
の
と
認
め
る
も
の
と
す
る
。

②
に
つ
い
て

②
に
つ
い
て

（
略
）

（
略
）

③
に
つ
い
て

③
に
つ
い
て

規
模
に
つ
い
て
は
、

集
配
事
業
計
画
並
び
に

当
該
施
設
の
見
取
図
及
び
平

上
記
Ｂ
－
１
－(

2
)

－
③
に
同
じ
。
た
だ
し
、
「
事
業
計
画
」
は
「
集
配
事

!

"

面
図
に
よ
り
、
当
該
貨
物
利
用
運
送
事
業
を
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
な
規
模
の
施

業
計
画
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

設
で
あ
る
か
ど
う
か
、
事
業
規
模
に
応
じ
、
適
切
に
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。
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(
2
)

事
業
用
自
動
車

(2
)

事
業
用
自
動
車

①
に
つ
い
て

①
に
つ
い
て

使
用
権
原
に
つ
い
て
は
、

新
規
購
入
の
場
合
は
、
売
買
契
約
書
又
は
売
渡
承

上
記
Ｂ
－
４
－(

2
)

－
①
に
同
じ
。

!

諾
書
の
写
し
、

リ
ー
ス
の
場
合
は
、
概
ね
契
約
期
間
が
１
年
以
上
の
自
動
車
リ

"

ー
ス
契
約
書
の
写
し
及
び
自
動
車
検
査
証
の
写
し
並
び
に

既
存
保
有
車
両
を
充

#

当
す
る
場
合
は
、
自
動
車
検
査
証
の
写
し
の
添
付
を
も
っ
て
、
使
用
権
原
を
有
す

る
も
の
と
認
め
る
も
の
と
す
る
。

②
に
つ
い
て

（
削
る
）

上
記
Ｂ
－
４
－(

2
)

－
②
に
同
じ
。

②
に
つ
い
て

③
に
つ
い
て

車
両
構
造
に
つ
い
て
は
、
自
動
車
検
査
証
の
写
し
等
に
よ
り
、
計
画
車
両
の
大

上
記
Ｂ
－
４
－(

2
)

－
③
に
同
じ
。

き
さ
、
構
造
等
が
輸
送
す
る
貨
物
に
適
切
な
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
審
査
す
る
も

の
と
す
る
。

(
3
)

休
憩
・
睡
眠
施
設

(
3
)

休
憩
・
睡
眠
施
設

①
及
び
②
に
つ
い
て

①
及
び
②
に
つ
い
て

（
略
）

（
略
）

③
に
つ
い
て

③
に
つ
い
て

上
記
Ｂ
－
５
－(

1
)

－
①
に
同
じ
。

上
記
Ｂ
－
１
－(

2
)

－
①
に
同
じ
。

④
に
つ
い
て

④
に
つ
い
て

（
略
）

（
略
）
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(
4
)

自
動
車
車
庫

(
4
)

自
動
車
車
庫

①
～
③
に
つ
い
て

①
～
③
に
つ
い
て

（
略
）

（
略
）

④
に
つ
い
て

④
に
つ
い
て

上
記
Ｂ
－
５
－(

1
)

－
①
に
同
じ
。

上
記
Ｂ
－
１
－(

2
)

－
①
に
同
じ
。

⑤
、
⑥
に
つ
い
て

⑤
、
⑥
に
つ
い
て

（
略
）

（
略
）

(
5
)

運
行
管
理
体
制

(
5
)

運
行
管
理
体
制

（
略
）

（
略
）

Ⅵ

（
略
）

Ⅵ

（
略
）

別
表
１

第
一
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
の
登
録
申
請
書
類
一
覧
表

別
表
１

第
一
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
の
登
録
申
請
書
類
一
覧
表

添
付
書
類

添
付
書
類

①

（
略
）

①

（
略
）

②

利
用
す
る
運
送
を
行
う
実
運
送
事
業
者
又
は
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
と
の
運
送
に

②

利
用
す
る
運
送
を
行
う
実
運
送
事
業
者
又
は
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
と
の
運
送
に

関
す
る
契
約
書
の
写
し
又
は
契
約
書
（
案
）
（
契
約
書
（
案
）
の
場
合
は
、
登
録
日
ま

関
す
る
契
約
書
の
写
し

で
に
（
新
設
法
人
の
場
合
は
、
会
社
設
立
後
速
や
か
に
）
契
約
書
の
写
し
を
提
出
）

・

（
略
）

・

（
略
）

・

（
略
）

・

（
略
）
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③
貨
物
利
用
運
送
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

③
貨
物
利
用
運
送
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

○

（
略
）

○

（
略
）

・
営
業
所
等
の
施
設
の
見
取
図
及
び
平
面
図

（
削
る
）

・
（
略
）

・
（
略
）

・
営
業
所
等
の
使
用
権
原
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
（
宣
誓
書
）

・
営
業
所
等
の
使
用
権
原
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

・
不
動
産
登
記
簿
謄
本
（
写
）

（
削
る
）

・
賃
貸
借
契
約
書
（
写
）

④

（
略
）

④

（
略
）

⑤

法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
場
合

⑤

法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
場
合

イ

定
款
若
し
く
は
寄
付
行
為
の
謄
本
又
は
こ
れ
ら
の
案
（
定
款
又
は
寄
附
行
為
の

イ

定
款
又
は
寄
付
行
為
の
謄
本

案
の
場
合
は
、
認
証
後
速
や
か
に
定
款
又
は
寄
附
行
為
の
謄
本
を
提
出
）

ロ
、
ハ

（
略
）

ロ
、
ハ

（
略
）

⑥
、
⑦

（
略
）

⑥
、
⑦

（
略
）

別
表
２

第
二
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
の
許
可
申
請
書
類
一
覧
表

別
表
２

第
二
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
の
登
録
申
請
書
類
一
覧
表

添
付
書
類

添
付
書
類

①

利
用
す
る
運
送
を
行
う
実
運
送
事
業
者
又
は
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
と
の
運
送
に

①

利
用
す
る
運
送
を
行
う
実
運
送
事
業
者
又
は
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
と
の
運
送
に

関
す
る
契
約
書
の
写
し
又
は
契
約
書(

案)

（
契
約
書(

案)

の
場
合
は
、
許
可
日
ま
で

関
す
る
契
約
書
の
写
し

に
（
新
設
法
人
の
場
合
は
、
会
社
設
立
後
速
や
か
に
）
契
約
書
の
写
し
を
提
出
）

・

（
略
）

・

（
略
）

・

（
略
）

・

（
略
）
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・

（
略
）

・

（
略
）

②
貨
物
利
用
運
送
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

②
貨
物
利
用
運
送
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

○

（
略
）

○

（
略
）

・
集
配
営
業
所
、
車
庫
等
の
施
設
の
見
取
図
及
び
平
面
図
【
特
定
二
種
以
外
は
不
要

・
営
業
所
、
車
庫
等
の
施
設
の
見
取
図
及
び
平
面
図

】
・

（
略
）

・

（
略
）

・
営
業
所
、
車
庫
等
の
使
用
権
原
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
【
①
営
業
所
、
集

・
営
業
所
、
車
庫
等
の
使
用
権
原
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

配
を
他
の
者
に
委
託
す
る
場
合
の
集
配
営
業
所
は
宣
誓
書
、
②
併
用
の
集
配
営
業
所

、
車
庫
等
は
不
要
。
③
特
定
二
種
の
集
配
営
業
所
、
車
庫
等
は
以
下
の
書
類
又
は
書

類
の
案
（
書
類
の
案
の
場
合
は
、
許
可
日
ま
で
に
（
新
設
法
人
の
場
合
は
、
会
社
設

立
後
速
や
か
に
）
書
類
を
提
出
）
】

・

（
略
）

・

（
略
）

・

（
略
）

・

（
略
）

・

（
略
）

・

（
略
）

・
計
画
す
る
事
業
用
自
動
車
の
使
用
権
原
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

【
特
定

・
計
画
す
る
事
業
用
自
動
車
の
使
用
権
原
を
証
す
る
書
類

【
集
配
を
委
託
す
る
場

二
種
以
外
は
不
要
】

合
は
不
要
】

・

（
略
）

・

（
略
）

・

（
略
）

・

（
略
）

・

（
略
）

・

（
略
）

③

（
略
）

③

（
略
）

④

既
存
の
法
人
の
場
合

④

既
存
の
法
人
の
場
合

イ

（
略
）

イ

（
略
）



- 14 -

ロ

近
の
事
業
年
度
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
（
損
益
計
算
書
は

ロ

近
の
事
業
年
度
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書

規
則
第
１
９
条
第
２
項
に
基
づ
き
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
）

ハ

（
略
）

ハ

（
略
）

⑤

法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
場
合

⑤

法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
場
合

イ

定
款
若
し
く
は
寄
付
行
為
の
謄
本
又
は
こ
れ
ら
の
案
（
定
款
又
は
寄
附
行
為
の

イ

定
款
又
は
寄
付
行
為
の
謄
本

案
の
場
合
は
、
認
証
後
速
や
か
に
定
款
又
は
寄
附
行
為
の
謄
本
を
提
出
）

ロ
、
ハ

（
略
）

ロ
、
ハ

（
略
）

⑥
、
⑦

（
略
）

⑥
、
⑦

（
略
）
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様
式
例
１(

1
)

○
○
運
輸
局
長

○

○

○

○

殿

宣

誓

書

貨
物
利
用
運
送
事
業
法
第
４
条
第
１
項
及
び
同
法
施
行
規
則
第
４
条
第
２
項
第
３
号

に
規
定
す
る
貨
物
利
用
運
送
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書

類
の
う
ち
、
営
業
所

に
つ
い
て
、
使
用
権
原
を
有
す
る
こ
と
を
宣
誓
い
た
し
ま
す

(

注)

。

平
成

年

月

日

住

所

氏
名
又
は
名
称

代
表
者
の
氏
名

印

（
注
）
上
記
「
営
業
所
」
に
つ
い
て
、
保
管
施
設
を
保
有
す
る
場
合
は
「
営
業
所
及
び
保

管
施
設
」
と
記
載
す
る
こ
と
。
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様
式
例
１(

2
)

○
○
運
輸
局
長

○

○

○

○

殿

宣

誓

書

貨
物
利
用
運
送
事
業
法
第
２
１
条
第
１
項
及
び
同
法
施
行
規
則
第
１
９
条
第
１
項
第

２
号
に
規
定
す
る
貨
物
利
用
運
送
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し

た
書
類
の
う
ち
、
営
業
所
及
び
集
配
営
業
所
に
つ
い
て
、
使
用
権
原
を
有
す
る
こ
と
を

宣
誓
い
た
し
ま
す
。

平
成

年

月

日

住

所

氏
名
又
は
名
称

代
表
者
の
氏
名

印
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様
式
例
２
（
１
）

様
式
例
１
（
１
）

○
○
運
輸
局
長

○
○
運
輸
局
長

○

○

○

○

殿

○

○

○

○

殿

宣

誓

書

宣

誓

書

貨
物
利
用
運
送
事
業
法
第
４
条
第
１
項
及
び
同
法
施
行
規
則
第
４
条
第
２
項
第
３
号

貨
物
利
用
運
送
事
業
法
第
４
条
第
２
項
及
び
同
法
施
行
規
則
第
４
条
第
２
項
第
３
号

に
規
定
す
る
貨
物
利
用
運
送
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書

に
規
定
す
る
貨
物
利
用
運
送
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書

類
の
う
ち
、
営
業
所

に
つ
い
て
、
都
市
計
画
法
等
関
係
法
令
の
規
定
に
抵
触
し
な

類
の
う
ち
、
営
業
所

に
つ
い
て
、
都
市
計
画
法
等
関
係
法
令
の
規
定
に
抵
触
し
な

(

注)
(

注)

い
こ
と
を
宣
誓
い
た
し
ま
す
。

い
こ
と
を
宣
誓
い
た
し
ま
す
。

平
成

年

月

日

平
成

年

月

日

住

所

住

所

氏
名
又
は
名
称

氏
名
又
は
名
称

代
表
者
の
氏
名

印

代
表
者
の
氏
名

印

（
注
）

（
略
）

（
注
）

（
略
）
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様
式
例
２
（
２
）

様
式
例
１
（
２
）

○
○
運
輸
局
長

○
○
運
輸
局
長

○

○

○

○

殿

○

○

○

○

殿

宣

誓

書

宣

誓

書

貨
物
利
用
運
送
事
業
法
第
２
１
条
第
２
項
及
び
同
法
施
行
規
則
第
１
９
条
第
１
項
第

貨
物
利
用
運
送
事
業
法
第
２
１
条
第
２
項
及
び
同
法
施
行
規
則
第
１
９
条
第
１
項
第

２
号
に
規
定
す
る
貨
物
利
用
運
送
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し

２
号
に
規
定
す
る
貨
物
利
用
運
送
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し

た
書
類
の
う
ち
、
営
業
所
及
び
集
配
営
業
所

に
つ
い
て
、
都
市
計
画
法
等
関
係
法

た
書
類
の
う
ち
、
営
業
所
及
び
集
配
営
業
所

に
つ
い
て
、
都
市
計
画
法
等
関
係
法

(

注)
(

注)

令
の
規
定
に
抵
触
し
な
い
こ
と
を
宣
誓
い
た
し
ま
す
。

令
の
規
定
に
抵
触
し
な
い
こ
と
を
宣
誓
い
た
し
ま
す
。

平
成

年

月

日

平
成

年

月

日

住

所

住

所

氏
名
又
は
名
称

氏
名
又
は
名
称

代
表
者
の
氏
名

印

代
表
者
の
氏
名

印

（
注
）

（
略
）

（
注
）

（
略
）
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様
式
例
３(

1
)

様
式
例
２(

1
)

○
○
運
輸
局
長

○
○
運
輸
局
長

○

○

○

○

殿

○

○

○

○

殿

現

住

所

現

住

所

氏

名

○

○

○

○

氏

名

○

○

○

○

生
年
月
日

昭
和

年

月

日

生
年
月
日

昭
和

年

月

日

宣

誓

書

宣

誓

書

貨
物
利
用
運
送
事
業
法
第
６
条
第
１
項
第
１
号
か
ら
第
５
号
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該

貨
物
利
用
運
送
事
業
法
第
６
条
第
１
項
第
１
号
か
ら
第
５
号
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該

当
し
な
い
こ
と
を
宣
誓
い
た
し
ま
す
。

当
し
な
い
こ
と
を
宣
誓
い
た
し
ま
す
。

も
し
、
こ
の
宣
誓
が
事
実
と
相
違
し
た
場
合
は
、
い
か
な
る
処
分
を
受
け
て
も
異
議

申
し
立
て
い
た
し
ま
せ
ん
。

平
成

年

月

日

平
成

年

月

日

氏
名

○

○

○

○

印

氏
名

○

○

○

○

印
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様
式
例
３(

2
)

様
式
例
２(

2
)

○
○
運
輸
局
長

○
○
運
輸
局
長

○

○

○

○

殿

○

○

○

○

殿

現

住

所

現

住

所

氏

名

○

○

○

○

氏

名

○

○

○

○

生
年
月
日

昭
和

年

月

日

生
年
月
日

昭
和

年

月

日

宣

誓

書

宣

誓

書

貨
物
利
用
運
送
事
業
法
第
２
２
条
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
宣
誓
い

貨
物
利
用
運
送
事
業
法
第
２
２
条
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
宣
誓
い

た
し
ま
す
。

た
し
ま
す
。

も
し
、
こ
の
宣
誓
が
事
実
と
相
違
し
た
場
合
は
、
い
か
な
る
処
分
を
受
け
て
も
異
議

申
し
立
て
い
た
し
ま
せ
ん
。

平
成

年

月

日

平
成

年

月

日

氏
名

○

○

○

○

印

氏
名

○

○

○

○

印


